
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年１０月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１２月２５日 １４時４５分ごろ 

発生場所 大分県杵
き

築
つき

市加
か

貫
ぬき

鼻
ばな

東方沖 

 臼
うす

石
いし

鼻
ばな

灯台から真方位１８２°２.９海里付近 

 （概位 北緯３３°２１.５′ 東経１３１°４２.０′） 

事故の概要 液化ガスばら積船瑞光
ずいこう

丸は、錨泊中、また、漁船天理
て ん り

丸は、南東進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年１２月２６日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 液化ガスばら積船 瑞光丸、７４９トン 

   １３５９８４、イイノガストランスポート株式会社 

Ｂ 漁船 天理丸、４.９８トン 

   ＯＴ３－８６８６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏  

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、加貫鼻東方沖において空船の

状態で船橋を無人とし、黒球を掲げて錨泊していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底引き網漁を行う目的で、漁場

に向けて加貫鼻東方沖を約６ノットの対地速力で自動操舵により南東

進中、船長Ｂが、前路に他船を認めなかったので、他船はいないもの

と思い、船尾で網の手入れを行っていたところ、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で左側頭部に切創及び左肩から左腕にかけて

打撲を負った。 

分析  Ａ船は、船橋を無人として黒球を掲げて錨泊していたところ、Ｂ船

が衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、加貫鼻東方沖を南東進中、船長Ｂが、船尾で網の手入れを

していて見張りを行っていなかったことから、前路で錨泊中のＡ船に

気付かず、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、前路に他船を認めなかったことから、他船はいないもの

と思い、船尾で網の手入れを行っていたものと考えられる。 



 

原因 

 

本事故は、Ｂ船が、加貫鼻東方沖を南東進中、船長Ｂが、船尾で網

の手入れをしていて見張りを行っていなかったため、前路で錨泊中の

Ａ船に気付かず、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


